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四 半 期 報 告 書 

  

  １ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。 
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（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。 

   ２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

   ３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式がなく、かつ、151期第３四半

期連結累計期間については、四半期純損失であるため記載していない。 

   ４ 第151期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理している。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間における、事業の内容について重要な変更はない。また、当社グループの単一の報告セ

グメントである建築材料関連事業に係る主要な関係会社の異動は次のとおりである。 

 第１四半期連結会計期間より、野澤積水好施新型建材（瀋陽）有限公司他１社が新たに連結子会社となった。この

結果、平成23年12月31日現在では、当社グループは当社及び連結子会社４社により構成されている。   

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第151期

第３四半期連結 
累計期間 

第152期
第３四半期連結 

累計期間 
第151期

会計期間 
自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日 

自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日 

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高 （千円）  10,998,481  11,985,949  15,216,057

経常利益 （千円）  74,179  400,034  114,265

四半期（当期）純利益 

又は四半期純損失（△）  
（千円）  △57,030  109,638  7,827

四半期包括利益又は包括利益 （千円）  △52,992  308,316  30,796

純資産額 （千円）  7,919,848  8,755,161  8,003,600

総資産額 （千円）  20,523,087  21,882,032  20,100,145

１株当たり四半期（当期）純利益金額 

又は四半期純損失金額（△） 
（円）  △2.44  4.70  0.34

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
（円）  －  －  －

自己資本比率 （％）  38.6  37.8  39.8

回次 
第151期

第３四半期連結 
会計期間 

第152期
第３四半期連結 

会計期間 

会計期間 
自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日 

自 平成23年10月１日 
至 平成23年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額 （円）  3.48  4.05

２【事業の内容】
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 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについて重要な変更はない。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。  

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。  

  

(1）業績の状況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直しの動きがみられたものの、

電力供給の問題、欧州の財政問題に端を発した海外経済の減速、長期化する円高の影響により、景気の先行きは不

透明な状況で推移致しました。建築材料業界におきましても、新設住宅着工戸数は回復の兆しがみられたものの依

然として低水準で推移しており、設備投資の先送り、企業間競争の激化等引き続き厳しい状況が続いております。

このような状況のなか、当社グループの単一の報告セグメントである建築材料関連事業の品種別の売上高につい

ては、押出成形セメント製品関連では、主力の押出成形セメント板「アスロック」は72億81百万円（前年同四半期

比12.0％増加）、住宅用軽量外壁材は13億６百万円（前年同四半期比14.0％増加）となりましたが、スレート関連

は８億68百万円（前年同四半期比0.4％減少）、耐火被覆工事は６億38百万円（前年同四半期比21.2％減少）、石

綿除去工事は２億38百万円（前年同四半期比31.7％減少）となりました。この結果、当第３四半期連結累計期間の

売上高は119億85百万円（前年同四半期比9.0％増加）となりました。 

利益面については、増産効果及び生産性の向上や製造原価低減、業務の効率化を強力に推進したこと等から、営

業利益は４億28百万円（前年同四半期比181.2％増加）、経常利益は４億円（前年同四半期比439.3％増加）となり

ました。四半期純利益は、投資有価証券評価損59百万円の計上及び法人税率の変更に伴う繰延税金資産の取崩しに

よる税金費用の増加額53百万円等により、１億９百万円（前年同四半期は57百万円の四半期純損失）となりまし

た。   

  

(2）財政状態の分析 

当第３四半期連結会計期間末における当社グループの流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金

が６億63百万円増加、受取手形及び売掛金が８億68百万円増加、未成工事支出金が２億21百万円増加したこと等に

より82億36百万円（前連結会計年度末と比較して17億59百万円増加）となりました。固定資産の残高は、前連結会

計年度末に比べ投資有価証券が１億42百万円減少しましたが、有形固定資産では建設仮勘定が４億77百万円増加し

たこと等から、136億45百万円（前連結会計年度末と比較して22百万円増加）となりました。この結果、総資産

は、前連結会計年度末に比べ17億81百万円増加し218億82百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が２億30

百万円増加、短期借入金が３億41百万円増加したこと等から、57億65百万円（前連結会計年度末と比較して７億16

百万円増加）となりました。固定負債の残高は、法人税率の変更に伴い再評価に係る繰延税金負債が２億82百万円

減少しましたが、長期借入金が６億13百万円増加したこと等から、73億61百万円（前連結会計年度末と比較して３

億13百万円増加）となりました。この結果、負債の合計額は、前連結会計年度末に比べ10億30百万円増加し131億

26百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、中国遼寧省瀋陽市に押出成形セメント板の製造を目的と

した会社を積水ハウス㈱と合弁で設立したことにより少数株主持分４億84百万円を、また土地再評価差額金２億82

百万円をそれぞれ計上したこと等から、87億55百万円（前連結会計年度末と比較して７億51百万円増加）となりま

した。   

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(3）事業上及び財政上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。  

         

（当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）について）  

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の

者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に

資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応

じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。 

 ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるもの、あるいは株主

の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 

 そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、

必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。 
  

２．当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み 

  当社の中長期的な経営基本戦略等当社の目標としております企業像は下記のとおりです。 

① 建設部材、システム分野での開発型企業を目指し、建築・住宅・土木の３市場での安定的な商品供給による強

固な経営基盤を持つ企業 

② 技術力を背景とした差別化(品質・納期・コストの絶対的優位性)を推進するオンリーワン企業 

③ 環境保全を主眼においた次世代の事業を模索し、人々にやすらぎと安心を提供し、社会への貢献を企業の発展

と考える企業 

これらを実現するため、「安全第一、法令遵守、人権尊重、環境保全」の基本原則を大前提に、当社の経営の２

本柱である中長期計画、ＮＮＰＳ（ノザワ・ニュー・プロダクション・システム）活動を着実に実行することによ

って、当社のもつ経営資源を有効に活用するとともに、様々なステークホルダーとの良好な関係を継続、発展さ

せ、当社及び当社グループ会社の企業価値及び株主共同の利益の向上に繋げられるものと考えております。 
    
 ３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

り組み 
  

当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、買収防衛策の導入根拠、手続き等を定めた定款変更議

案及び変更された定款に基づき当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プランとい

います」）の導入について株主の皆様のご承認をいただき、また平成23年６月29日開催の定時株主総会において本

プランの継続についてご承認をいただき、現在に至っております。  

  

本プランは、当社株式に対する買付が行われた際、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当

社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこ

と等を可能とするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止し、当社の企業価値・株

主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。  

本プランにおきましては、(i)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる

買付、または(ii)当社が発行者である株式等について、公開買付に係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係

者の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付またはこれらに類似する行為（以下「買付等」と総称しま

す。）を対象とします。 

当社の株式等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付等の内容の検討に必要な情

報及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を

求めます。その後、買付者等から提出された情報、当社取締役会からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替

案等が、経営陣から独立した者より構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。独立

委員会は、必要に応じて、外部専門家等の助言を独自に得たうえ、買付内容の評価・検討、当社取締役会の提示し

た代替案の検討、株主に対する情報開示等を行います。 
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独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、または買付者等の買付等の内容の

検討、買付者等との協議・交渉の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうおそ

れのある買付等である場合等、本プランに定める要件のいずれかに該当し、対抗措置を発動することが相当である

と判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置を発動すべき旨、または株主の意思を確認すべき旨を勧告

します。当社取締役会は、この勧告または株主意思確認総会若しくは書面投票の決定に基づき、原則として新株予

約権の無償割当ての実施を決議し、別途定める割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株

主に対し、その保有する当社株式１株につき新株予約権２個を上限として別途定める割合で、新株予約権を無償で

割当てます。 

この新株予約権は、１円以上で当社取締役会が無償割当ての決議において定める金額を払い込むことにより、１

株を上限として当社取締役会が無償割当ての決議において定める当社普通株式を取得することができるものです

が、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者等以外の者か

ら当社株式と引換えに新株予約権を取得することができるものとします。 

当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断す

る事項について、情報開示を行います。 

本プランの有効期間は、平成26年６月開催予定の定時株主総会終結の時までです。ただし、かかる有効期間の満

了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該

決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成さ

れる取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

本プランにおいては、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影響が生じる

ことはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約

権行使の手続きを行わないとその保有する株式が希釈化される場合があります。（ただし、当社が当社株式を対価

として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。）  

  

４．上記取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

上記２．に記載した基本方針の実現に資する特別な取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上

に資する具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に資するものであり、

また、当社の経営陣の地位の維持を目的とするものではありません。 

また、本プランは、上記３．に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入

されたものであり、基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主意思を重視するものであること、その内容

として合理的な客観的発動要件が設定されていること、独立性の高い社外者によって構成される独立委員会が設置

されており、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断または株主意思の確認を経ることが必要とされてい

ること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされていること、有効期間が３年間

と定められたうえ、株主総会または取締役会でいつでも廃止できるとされていることなどにより、その公正性・客

観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の経

営陣の地位の維持を目的とするものではありません。  
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(4）研究開発活動 

 当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は206百万円であります。 

 なお、当第３四半期連結累計期間における研究の目的・主要課題・研究体制等、研究開発の状況の重要な変更は

ありません。  

  

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

 当社グループでは、今後も幅広い顧客ニーズを先取りした新商品・新工法開発により、建材事業・環境対策事

業・海外事業の拡大に取り組みます。 

 研究開発部門では、顧客ニーズを先取りした新商品・新工法を開発、また、環境対策関連に対応した商品群を拡

充し、市場拡大を図ります。 

 マインケミカル事業部では、農業用肥料「マインマグシリーズ」のラインアップを拡充、また、肥料ユーザーと

のネットワークを活用、「農」と「食」をつなぐことも視野に入れてまいります。 

 海外市場につきましては、中国建築市場での事業展開を本格化させるため、中国遼寧省瀋陽市に押出成形セメン

ト板の製造を目的とした会社を積水ハウス㈱と合弁で設立、また、中国上海市に「アスロック」の更なる普及と拡

大を図るために、当社100％子会社の現地法人を設立致しました。中国での住宅・建築市場への本格参入の好機と

捉え、現地生産、現地供給の体制を構築してまいります。 

 生産部門におきましては、ＮＮＰＳ（ノザワ・ニュー・プロダクション・システム）による品質の向上と納期の

短縮、生産効率の更なる改善によるコストダウン、需要動向に即応した生産体制により収益向上に努めてまいりま

す。管理部門におきましては、ＩＴ活用による業務効率を高め、更なるトータルコストダウンに取り組んでまいり

ます。 

 これら積極的な事業展開により、収益の拡大及び経費の削減を進め、一層の業績向上に取組んでまいります。 

  

(6）経営者の問題認識と今後の方針について 

 当社グループの経営陣は、現在置かれている事業環境及び現在入手可能な情報に基づき、最善の経営方針を立案

するように努めております。  

 当社グループは、建設部材・システム分野での開発型企業を目指し、建築・住宅・土木の三市場での安定的な商

品供給を推進するとともに、当社の得意分野・成長分野に集中的に社員を配置し、「快適な住環境の創造と環境改

善技術の確立を通じて社会に貢献する開発型企業」を目指してまいります。また、商品の設計・開発から生産・販

売に至る全ての活動において、廃棄物の抑制・再利用・リサイクルを視野に入れ、環境に貢献する取組みを進めて

まいります。   
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

該当事項なし。  

  

該当事項なし。 

  

該当事項なし。 

  

  

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  60,000,000

計  60,000,000

種類 
第３四半期会計期間 
末現在発行数（株） 

（平成23年12月31日） 

提出日現在
発行数（株） 

（平成24年２月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式  24,150,000  24,150,000
大阪証券取引所 

（市場第二部） 
単元株式数は1,000株である。 

計  24,150,000  24,150,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 

（千円） 

平成23年10月１日～  

平成23年12月31日 
 －  24,150,000  －  2,449,000  －  612,250

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日である平成23年９月30日の株主名簿による記載をしている。

①【発行済株式】 

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株（議決権２個）が

含まれている。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己保有株式710株が含まれている。 

  

②【自己株式等】 

  

該当事項なし。  

  

（７）【議決権の状況】

平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式）  

 普通株式    811,000
－ － 

完全議決権株式（その他）  普通株式   23,241,000  23,241 － 

単元未満株式  普通株式      98,000 － － 

発行済株式総数  24,150,000 － － 

総株主の議決権 －  23,241 － 

平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株） 

他人名義
所有株式数
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合

（％） 

（自己保有株式） 

株式会社ノザワ 
神戸市中央区浪花町15番地  811,000  －  811,000  3.35

計 －  811,000  －  811,000  3.35

２【役員の状況】
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１ 四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。 

   

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,813,046 2,476,275

受取手形及び売掛金 3,398,562 ※3  4,267,553

商品及び製品 327,502 329,512

原材料及び貯蔵品 79,675 94,029

未成工事支出金 242,810 464,315

その他 632,019 615,718

貸倒引当金 △16,806 △11,096

流動資産合計 6,476,809 8,236,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,557,275 2,458,816

機械装置及び運搬具（純額） 882,189 747,343

土地 7,284,080 7,284,080

建設仮勘定 18,406 495,863

その他（純額） 187,812 186,086

有形固定資産合計 10,929,765 11,172,191

無形固定資産 15,048 15,077

投資その他の資産   

投資有価証券 1,453,945 1,311,928

その他 1,270,999 1,179,859

貸倒引当金 △46,943 △33,592

投資その他の資産合計 2,678,001 2,458,195

固定資産合計 13,622,815 13,645,464

繰延資産 520 260

資産合計 20,100,145 21,882,032
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,372,485 ※3  2,602,636

短期借入金 1,663,000 2,004,000

未払法人税等 80,011 111,384

賞与引当金 179,120 115,500

その他 753,940 931,927

流動負債合計 5,048,557 5,765,448

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 2,842,000 3,455,000

再評価に係る繰延税金負債 2,277,849 1,995,317

退職給付引当金 1,371,349 1,389,840

資産除去債務 13,050 13,139

その他 533,738 508,124

固定負債合計 7,047,987 7,361,421

負債合計 12,096,545 13,126,870

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,449,000 2,449,000

資本剰余金 1,470,572 1,470,572

利益剰余金 967,539 1,030,501

自己株式 △46,626 △46,703

株主資本合計 4,840,486 4,903,369

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,715 △35,770

為替換算調整勘定 － △20,049

土地再評価差額金 3,140,398 3,422,930

その他の包括利益累計額合計 3,163,113 3,367,110

少数株主持分 － 484,681

純資産合計 8,003,600 8,755,161

負債純資産合計 20,100,145 21,882,032
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 10,998,481 11,985,949

売上原価 7,941,936 8,546,476

売上総利益 3,056,544 3,439,472

販売費及び一般管理費 2,904,249 3,011,206

営業利益 152,294 428,265

営業外収益   

受取利息 2,082 1,559

受取配当金 27,705 27,064

受取保険金 8,657 38,053

為替差益 － 31,104

貸倒引当金戻入額 － 8,833

その他 22,937 19,327

営業外収益合計 61,383 125,941

営業外費用   

支払利息 71,488 59,363

支払手数料 24,353 48,062

その他 43,657 46,746

営業外費用合計 139,499 154,172

経常利益 74,179 400,034

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,446 －

特別利益合計 9,446 －

特別損失   

固定資産除却損 2,252 5,180

投資有価証券評価損 42,799 59,573

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,927 －

特別損失合計 53,978 64,753

税金等調整前四半期純利益 29,647 335,280

法人税、住民税及び事業税 34,014 139,506

法人税等調整額 52,662 74,123

法人税等合計 86,677 213,630

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△57,030 121,650

少数株主利益 － 12,012

四半期純利益又は四半期純損失（△） △57,030 109,638
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△57,030 121,650

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,037 △58,485

為替換算調整勘定 － △37,380

土地再評価差額金 － 282,532

その他の包括利益合計 4,037 186,666

四半期包括利益 △52,992 308,316

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △52,992 313,635

少数株主に係る四半期包括利益 － △5,318
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当第３四半期連結会計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日） 

 該当事項なし。 

  

  

  

【継続企業の前提に関する事項】

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

 連結の範囲の重要な変更 

   第１四半期連結会計期間より、新たに設立した野澤貿易（上海）有限公司、野澤積水好施新型建材（瀋陽）有限

公司を、連結の範囲に含めている。 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用している。 

  

 （法人税率の変更等による影響） 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引

下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は従来の40.63％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連

結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.96％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消

が見込まれる一時差異については35.59％となった。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額

を控除した金額）が56,677千円、再評価に係る繰延税金負債が282,532千円それぞれ減少し、法人税等調整額が53,804

千円、土地再評価差額金が282,532千円それぞれ増加している。  

2012/02/11 13:30:0111801492_第３四半期報告書_20120211132947

- 14 -



  

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る減価償却費を含む。）は、次のとおりである。  

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（平成23年12月31日） 

１ 手形流動化に伴う裏書譲渡高は、 千円で

ある。  

1,812,616 １ 手形流動化に伴う裏書譲渡高は、 千円で

ある。  

1,863,766

２ 偶発債務 

 平成19年10月１日付けで石綿健康障害による労災認

定者であり当社の事業活動と直接因果関係が認めら

れるものに対する補償制度を導入したことから、将

来当該制度に基づき補償負担が発生する可能性があ

る。 

          ―――  

２ 偶発債務 

          同左 

  

  

  

  

※３ 四半期連結会計期間末日満期手形 

 四半期連結会計期間末日満期手形は手形交換日をも

って決済処理している。なお、当第３四半期連結会

計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四

半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計

期間末残高に含まれている。 

  受取手形              518千円

  支払手形             4,732 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

減価償却費 千円370,982 減価償却費 千円351,995
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

配当金支払額 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

配当金支払額 

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

  当社グループは、建築材料関連事業の単一の報告セグメントであるため、記載を省略している。  

  

  

 １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 （注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がなく、かつ、前第３四半期連結累計期間

については、四半期純損失であるため記載していない。 

  

 該当事項なし。  

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  46,681  2 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  46,676  2 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

 １株当たり四半期純利益金額 

 又は四半期純損失金額（△） 
△２円 銭 44 ４円 銭 70

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額 

又は四半期純損失金額（△）（千円） 
 △57,030  109,638

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額 

又は四半期純損失金額（△）（千円） 
 △57,030  109,638

普通株式の期中平均株式数（千株）  23,339  23,338

（重要な後発事象）
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 当社は、石綿関連疾患に関して、国に対しては国家賠償法に基づき、当社を含む建材メーカーに対しては不法行為

責任及び製造物責任に基づき、以下のとおり損害賠償請求を提起されている。 

・首都圏建設アスベスト損害賠償請求訴訟 

 平成20年５月16日付けで、国及び当社を含む建材メーカー46社に対し、建設従事者とその遺族178名から総額66

億22百万円の損害賠償請求を東京地方裁判所に提起された。 

・神奈川県建設アスベスト損害賠償請求訴訟 

 平成20年６月30日付けで、国及び当社を含む建材メーカー46社に対し、建設従事者とその遺族40名から総額15億

40百万円の損害賠償請求を横浜地方裁判所に提起された。 

・首都圏建設アスベスト損害賠償請求第２次訴訟 

 平成22年４月23日付けで、国及び当社を含む建材メーカー44社に対し、建設従事者とその遺族140名から総額53

億90百万円の損害賠償請求を東京地方裁判所に提起された。 

・神奈川県建設アスベスト損害賠償請求第２次訴訟 

 平成22年４月23日付けで、国及び当社を含む建材メーカー45社に対し、建設従事者とその遺族36名から総額13億

86百万円の損害賠償請求を横浜地方裁判所に提起された。 

・北海道建設アスベスト損害賠償請求訴訟 

 平成23年４月25日付けで、国及び当社を含む建材メーカー43社に対し、建設従事者とその遺族19名から総額６億

54百万円の損害賠償請求を札幌地方裁判所に提起された。 

・京都建設アスベスト損害賠償請求訴訟 

 平成23年６月３日付けで、国及び当社を含む建材メーカー44社に対し、建設従事者とその遺族11名から総額４億

23百万円の損害賠償請求を京都地方裁判所に提起された。 

・関西建設アスベスト損害賠償請求訴訟 

 平成23年７月13日付けで、国及び当社を含む建材メーカー44社に対し、建設従事者とその遺族17名から総額３億

85百万円の損害賠償請求を大阪地方裁判所に提起された。 

・九州建設アスベスト損害賠償請求訴訟 

 平成23年11月５日付けで、国及び当社を含む建材メーカー44社に対し、建設従事者とその遺族32名から総額７億

31百万円の損害賠償請求を大阪地方裁判所に提起された。 

・関西建設アスベスト京都訴訟 損害賠償請求事件（第２次提訴） 

 平成23年12月７日付けで、国及び当社を含む建材メーカー43社に対し、建設従事者とその遺族３名から総額１億

15百万円の損害賠償請求を京都地方裁判所に提起された。 

２【その他】
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 該当事項はありません。 

   

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノザワ

の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成23年10月１日から平成23

年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビ

ューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任  

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論  

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ノザワ及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。 

  

利害関係  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  以 上 

  

   

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成24年２月10日

株式会社ノザワ 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 小  竹  伸  幸  ㊞

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 小  川  佳  男  ㊞

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成24年２月10日 

【会社名】 株式会社 ノザワ 

【英訳名】 NOZAWA  CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  野 澤 俊 也 

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役管理本部長 三 原 伸 夫 

【本店の所在の場所】  神戸市中央区浪花町15番地  

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

  

株式会社ノザワ東京支店  

（東京都中央区新川一丁目24番８号（東熱新川ビル）） 

  

株式会社ノザワ名古屋支店  

（名古屋市西区名駅三丁目10番17号（IT名駅ビル２号館）） 
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 当社代表取締役社長野澤俊也及び当社常務取締役管理本部長三原伸夫は、当社の第152期第３四半期（自 平成23

年10月１日 至 平成23年12月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されている

ことを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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